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新型コロナウイルス対策に関する意見書 

 

 中国武漢市で発生した新型コロナウイルスによる感染症は、世界各地に拡大

し、多くの感染者・死者が発生し、国際的な脅威となっている。 

 国内においては、各地で感染経路を特定できない症例やクラスター（集団）の

発生等、全く事態の収束が見えず、新たな感染が確認されるたびに、国民の不安

は増大する一方である。 

地方公共団体においては、感染拡大の防止や高まる不安等への対応とともに、

今後の感染者の増加に備えた体制の整備が求められている。 

 国においては、何よりも人命を守ることを最優先に、感染症対策の強化等を図

るため、下記の事項について措置を講じられるよう強く要望する。 

 

記 

 

１  国内の感染拡大の防止に努め、感染者への徹底した追跡調査を行うこと。 

２  マスクや消毒液の十分な確保に向け、取り組みを進めること。 

３  相談窓口の周知徹底を図るとともに、相談体制、検査実施、及び感染症指

定医療機関の診察体制等に万全を期すこと。 

４  児童・生徒の居場所体制の整備と保護者への経済的支援を講じること。 

５  有効ワクチンの開発・製造を早急に進めるとともに、治療法を速やかに確

立すること。 

６  感染症や濃厚接触者等の情報公開について、風評被害防止や人権保護に

も配慮した統一的な対応方針を提示すること。 

７  地方において影響を受ける企業等全ての働く人たちへの支援を講じるこ

と。 

８  地方自治体が実施する新型コロナウイルス感染症対策への財政支援を講

じること。 
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